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本
年
の
在
京
白
堊
会
総
会
・
懇

親
会
は
、
ホ
テ
ル
東
京
ガ
ー
デ
ン

パ
レ
ス
に
て
、
５
月
11
日
（
土
）

15
時
に
開
催
し
ま
す
。

　

昨
年
の
総
会
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に

よ
る
中
止
や
縮
小
開
催
を
経
て
、

４
年
ぶ
り
に
通
常
開
催
に
漕
ぎ
着

け
、
校
歌
の
大
音
声
が
会
場
に
響

き
渡
り
ま
し
た
。

　

総
会
に
は
、
次
の
議
題
を
上
程

す
る
予
定
で
す
。

一
．
令
和
五
年
度
の
活
動
報
告

二
．
令
和
五
年
度
の
収
支
報
告

三
．
令
和
六
年
度
の
活
動
計
画

四
．
令
和
六
年
度
の
収
支
予
算
案

五
．
報
告
事
項

　

総
会
に
先
立
ち
、
渡
辺
芳
人
さ

ん
（
昭
47
卒
）
に
よ
る
『
異
な
る

環
境
へ
の
挑
戦
（
私
の
さ
す
ら
い

の
化
学
研
究
人
生
）』
と
題
す
る

講
演
会
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

懇
親
会
で
は
、
芸
術
祭
や
各

サ
ー
ク
ル
の
紹
介
を
行
い
ま
す

が
、
歌
の
祭
り
の
メ
ン
バ
ー
（
Ｈ

Ａ
Ｋ
Ｕ
Ａ
47
な
ど
）
に
よ
る
ス

テ
ー
ジ
を
企
画
し
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
参
加
申
し
込
み
は
、
Ｗ

Ｅ
Ｂ
申
込
（
概
要
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

で
エ
ン
ト
リ
ー
）
ま
た
は
同
封
の

振
込
用
紙
（
懇
親
会
費
＋
年
会
費

に
チ
ェ
ッ
ク
）で
お
願
い
し
ま
す
。

【
講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

 
渡
辺
芳
人
氏
は
、
76
年
に
東
北

大
学
理
学
部
を
卒
業
後
、
米
国
で

の
研
究
を
経
て
、
分
子
科
学
研
究

所
教
授
、
名
古
屋
大
学
教
授
を
歴

任
し
、
現
在
は
分
子
科
学
研
究

所
所
長
の
要
職
に
就
か
れ
て
い
ま

す
。多
数
の
優
れ
た
業
績
に
よ
り
、

日
本
化
学
会
学
術
賞
な
ど
に
輝
い

て
い
ま
す
。

　

令
和
５
年
11
月
９
日
、
都
内
銀

座
五
丁
目
の
「
銀
河
プ
ラ
ザ
」
会

議
室
に
て
、
定
例
の
常
任
幹
事
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
戸
田
会
長
を
は
じ

め
10
名
。
協
議
さ
れ
た
議
題
は
つ

ぎ
の
と
お
り
で
す
。

一
．
白
堊
同
窓
会
総
会
の
報
告

二
．
各
事
業
の
活
動
経
過
の
報
告

　

①
次
期
総
会
対
策

　

②
次
期
組
織
体
制

　

③
会
報
次
号
お
よ
び
広
報
対
応

　

④
会
の
財
務
計
画

三
．
白
堊
芸
術
祭
の
企
画

四
．
定
例
幹
事
会
の
日
程
・
場
所

　

以
上
の
議
題
で
、
会
費
納
入
減

に
よ
る
財
政
の
逼
迫
や
平
成
年
次

世
代
を
巻
き
込
ん
だ
組
織
強
化
や

総
会
対
策
に
つ
い
て
意
見
交
換
し

ま
し
た
。

　

令
和
５
年
12
月
６
日
、
都
内
神

田
神
保
街
の
「
海
神
」
に
て
、
今

年
度
第
３
回
の
定
例
の
幹
事
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
は
、

各
年
次
幹
事
の
24
名
。

　

今
年
度
の
活
動
仕
上
げ
と
来
期

総
会
に
向
け
た
議
題
は
つ
ぎ
の
と

お
り
で
す
。

　

一
．
白
堊
同
窓
会
総
会
の
報
告

　

二
．
ゴ
ル
フ
大
会
の
活
動
報
告

　

三
．
歌
の
会
の
活
動
報
告

　

三
．
白
堊
芸
術
祭
の
開
催

　

四
．
第
55
回
総
会
の
開
催

　　

以
上
の
議
題
に
つ
い
て
話
し
合

い
、
忘
年
会
を
兼
ね
て
懇
親
会
を

行
い
ま
し
た
。

第51号
2024 年 3 月 20 日

●
発行
●

岩手県立盛岡第一高等学校在京同窓会

在京白堊会
事務局長　藤井則夫

（事務局）
〒 143-0015 　東京都大田区

大森西 2-17-4-201
TEL.（03）6404-6379

FAX. 直通（03）6404-6379*00
E-mail : hakua_office@pmp-jp.com
（http://www.hakua.org/tokyo/）

題字：淺沼　一道

５
月
11
日
に

    

総
会
を
開
催
し
ま
す
!!

第 55 回総会

日　時：	2024 年 5 月 11 日（土）
	 総会・懇親会 15 時～ 18 時
	 受付開始 14 時 30 分より
場　所：	 ホテル 東京ガーデンパレス
	 （〒113-0034 東京都文京区湯島 1 丁目 7-5）
参加費：	 一般 8,000 円／学生・院生 2,000 円
	 （在京白堊会 令和 6 年度年会費 2,000 円
	 と共に事前にお振込み願います。）

●申し込みは、特設サイトでエントリー
　　　　　　https://bit.ly/zaikyouhakua2023　

ホテル 東京ガーデンパレス交通アクセス

第 55 回 在京白堊会総会・懇親会開催概要

常
任
幹
事
会
の
報
告

第
３
回
幹
事
会
の
報
告

お願い
同
封
の
振
替
用
紙
に
て
２
０
２
４
年

度
年
会
費
２
０
０
０
円
の
お
振
込
を

お
願
い
し
ま
す
。
お
振
込
は
な
る
べ

く
、
窓
口
で
は
な
く
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
ご
利

用
下
さ
い
。
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第 12 条　（役員の種類）

(1)会長	 １名

(2)副会長	 ２名

(3)常任幹事	 ５名以上10名以内

(4)幹事	 各卒業年次代表者原則２名以上

(5)会計	 １名

(6)監査	 １名

(7)事務局長	 １名

第 14 条　（役員の任務）

　各役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は本会を代表する。会務を統轄し、また

本会則に基づき、総会、幹事会、常任幹事会

などすべての会議を招集する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき

はその任務を代行する。

(3)常任幹事は、総会及び幹事会の議決に従い、

会務を処理する。

(4)幹事は、各卒業年次の会員を代表する。

(5)会計は、本会の金銭の出納を管理し、総会の

都度収支を報告し、監査による会計監査を経

た決算を報告する。

(6)監査は、本会の会計を監査し、その結果を総

会に報告する。

(7)事務局長は、会長又は常任理事会の指示に従

い、本会の一般事務を処理する。

第 15 条　（役員の任期）

　役員の任期は、就任の日（通常総会開催日を通

例とする。）から翌々年の通常総会終了まで（2ヵ

年）とし、重任を妨げない。

第 16 条　（顧問・参与）

　本会に会長の委嘱により、若干名の顧問及び参

与を置くことができる。

　顧問、参与は本会のあらゆる会議に参加できる。

第 17 条　（総会の種類）

　総会は、通常総会（年次大会）及び臨時総会と

する。

第 18 条　（総会の構成）

　総会は、全会員をもって構成する。

第 19 条　（最高議決機関）

　総会は、本会の最高議決機関である。

第 20 条　（総会の招集）

１．通常総会は毎年１回、会長が招集する。

２．臨時総会は、常任幹事会が必要と認めたとき、

会長が招集する。

第 21 条　（総会の議長）

　総会の議長は、会長が務める。

第 22 条　（総会の議決事項）

　総会は、この会則に定めるもののほか、次の事

項を議決する。

(1)年度活動計画及び年度予算についての事項

(2)年度活動報告及び年度決算についての事項

(3)その他本会の運営に関する重要事項で、常任

幹事会において必要と認めるもの。

第 23 条　（総会の議決）

　総会の議事は出席者の過半数をもってこれを決

し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第 24 条　（幹事会）

　幹事会は、年次幹事をもって構成する。

第 25 条　（幹事会の招集）

１．幹事会は、随時会長が招集する。

２．幹事会の議長は会長とする。但し、会長はこ

れを他の常任幹事に代行させることができる。

第 26 条　（幹事会の議決）

　幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決

する。

第 27 条　（幹事会の議決事項）

　幹事会は、この会則に別段の定めがある場合を

除くほか、次の事項を決する。

１．総会に提出する議案についての事項

２．年度予算案の編成及び年度決算の報告につい

ての事項

３．その他第３条に定める目的を達するために必

要・有益な事項

第 28 条　（付則の制定）

　幹事会は、この会則を実施するため、必要な付

則を制定することができる。

第 29 条　（常任幹事会の構成）

　常任幹事会は、会長、副会長、及び常任幹事

で構成する。

第 30 条　（常任幹事会の招集）

１．常任幹事会は必要に応じて随時会長が招集す

る。

２．常任幹事会の議長は会長とする。但し、会長

はこれを他の常任幹事に代行させることがで

きる。

第 31 条　（常任幹事会の決議）

常任幹事会の議事は、出席常任幹事の過半数を

もって決する。

第 32 条　（常任幹事会の議決事項）

　常任幹事会の議事は、この会則に別段の定めが

ある場合を除くほか、総会及び幹事会の議決に従

い、必要に応じた事項を議決し、これを処理し、

その結果を総会及び幹事会に報告する。

在京白堊会会則（抜粋） 組織運営や活動の基本となる
本会の規定を紹介します。
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第 16 回白堊芸術祭を開催
　（2023年12月7日～12月12日、於：文房堂ホール）

開催前日に展示品を搬入し会場を設営しました。

展示作品は絵画、写真、書、陶芸、工作物、五行歌と力作揃い

４１合唱隊による演奏と合唱

野口田鶴子さん（昭 40 卒）による五行歌と宮沢賢治作品の朗読

約 50 名の参加による作品の展示と歌、演奏の出演など

200 名を超える会員が芸術祭を楽しみました！

初日に歌の祭りサークルのメンバーによるミニ・コンサート

チェロ（熊谷さん）、フルート（田部井さん）、ピアノ（関さん）に
よる「大公」２楽章の演奏

玉澤健児さん（昭 43 卒）によるギターの弾き語り




